
小規模デイサービス船越の家  デイサービスふるさと 
佐野市船越町 1459-4          佐野市犬伏新町 1332-4 
☏0283-85-7542           ☏0283-86-7336 

 
 

 
“船越の家”と“ふるさと”が、一番大切にしている事。それは常に
人生の生きがいや幸せを感じていただける事業所であること。その
デイサービスの特長等をご案内させていただきます。  
 

① 当事業所の活動は『日常生活そのもの』です 

• 畑や庭での園芸活動 

• 家事 

• 料理 
• 外出 

しかし、「できないのでは？」 
とご心配をいただくことがあります。 

     大丈夫です。 

何かができることが前提ではありません。 

まずは一緒に過ごすこと・孤独を感じさせないこと、       
家族の様な温かな雰囲気を感じられる場所を大切にしています。 

 

② 生活そのものが機能訓練（生活リハビリ） 

• 畑や庭での園芸活動 

• 家事 

• 料理 
• 外出 

日常生活そのものが機能訓練となります。                 昔か
昔から身体が覚えている動きが                  
自然なリハビリにつながり、機能訓練となります 

▶ 役割を持ち▶ 居場所が出来▶ 心も身体も元気に！                

“人生の生きがいや幸せ”を感じる場所へ 



※みんなで作る自慢の昼食です！ 

※開設以来、「自分が利用したい場所」を追求してきました。
こんな方はいませんか？ 体が元気だが認知症が進んできている方 

☑ 大人数が苦手な認知症の方 

☑ 集団活動が合わない方 

☑ 家で何もしなくなった方 

    まずは一歩踏み出し、無料体験をご利用ください！       

※介護保険申請中の方、変更申請中の方でも大丈夫です。お気軽にご利用ください 
 

お問い合わせは 
☎ 0283-85-7542 (担当 小堀まで) 

 

③ より利用しやすく利用料（介護保険外）の値下げを行います 

「昼食代等が高い」とのご意見を受け、市内他事業所と同等の料金へ見直しを行いました。 

【新料金】 

   昼食代等  840 円➡700 円 

    日用品費   53 円➡ 50 円        

    教養娯楽費 105 円➡ 50 円 

 

      合計   998 円➡800 円※ 

 

 ※2026 年(令和 8 年)4 月 1 日より改定 

 

④ 外出時の追加費用はありません 

年間を通して外出を行っていますが、 

   交通費  

   外出時の飲食費  

   外出に伴う費用     

追加負担は一切ありません。 

「お金がないから参加できない」という 

思いをさせないことを大切にしています。 

 

 

 

 


